
　会社の倒産や解雇などの理由で離職し、会社で加入していた健康保険から国保に移る方は、保険
料の軽減を受けられます。また、すでに国保に加入している方も対象となる場合があります。
　なお、すでに軽減を受けている方は、申請の必要はありません。
対　　　　　　象　平成２１年３月３１日以降に離職した方（離職時に６５歳未満）で、雇用保険受給資

格者証の離職理由が、倒産・解雇、雇い止めなど（離職理由コードが１１、１２、
２１、２２、２３、３１、３２、３３、３４）の方

保険料軽減期間　離職した日の翌日の属する月から翌年度末まで
申請に必要なもの　雇用保険受給資格者証（ハローワークで発行）、以前加入していた健康保険の資

格喪失証明書（すでに国保に加入している方は除く）、印鑑
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　国保に入るとき、またはやめるときは、14 日以内に届け出をお願いします。
　なお、７５歳になり、後期高齢者医療制度に移行となる方は、手続きの必要はありません。
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印鑑

転入届他の市区町村から転入したとき

健康保険資格喪失証明書
職場の健康保険をやめたとき

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

母子健康手帳子どもが生まれたとき

保護廃止決定通知書生活保護を受けなくなったとき

加入の手続きが遅れると、国保の加入資格を得た月までさかのぼって保険料を納めなければなり
ません。また、手続きしていない間の医療費は一時的に全額自己負担になります。
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印鑑

保険証、転出届他の市区町村へ転出するとき

国保と職場の両方の保険証
職場の健康保険に入ったとき

職場の健康保険の被扶養者になったとき

保険証死亡したとき

保険証、保護開始決定通知書生活保護を受け始めたとき

脱退の届け出が遅れると、届け出までの間、国保の保険証で受診した医療費の国保負担分を全額
返納しなければなりません。
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印鑑

身分を証明するもの保険証を紛失したとき

保険証、転出届、在学証明書国保加入者が就学のために住所を変更するとき

保険証、転出届国保加入者が指定施設等に住所を変更するとき

指定施設等とは…病院または診療所への入院、児童福祉施設、障がい者支援施設、養護老人ホー
ムまたは特別養護老人ホーム、介護保険施設など
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　納期限を過ぎた保険料をまだ納めていない方は、至急納付してください。なお、納付書を紛失した場
合は再発行できますのでお問い合わせください。
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